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◇十和田市税条例等の一部を改正する条例の制定（平成29年１月１日以降、内容に応じて段階的に施行）

（地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割の創設及びグリーン化特例による軽課の１年延

長、法人市民税の法人税割を引き下げる（現行12.1％→8.4％）等の改正をするためのもの）

◇平成27年度十和田市温泉事業特別会計補正予算（第１号）

（温泉使用料等について補正するもの）

◇平成28年度十和田市一般会計補正予算（第１号）

（平成28年５月から十和田湖診療所が非常勤医師による診療体制へ移行することに伴う経費について補正

するもの）

◇財産の取得について

（十和田市消防団に配備する消防ポンプ自動車を購入するためのもの）

◇十和田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定

（地方税法の一部改正に伴い、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が取得した公共施設等に対し

て課する都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合を定める等の改正をするためのもの）

その他可決した主な議案

　平成２８年第２回定例会は、６月１０日から１５日間

の会期で開かれました。十和田市子ども医療費給付条例

等の一部を改正する条例の制定を初め、議案６件、報告

１７件が上程され、いずれも原案のとおり可決されまし

た。

◆

　小学生・中学生に係る子ども医療費の給付を、現在の「入院」に加え「通院」にも拡大するほか、子ど

も医療費の給付を現物給付により行うことができる対象医療機関等を拡大するためのもの。

十和田市子ども医療費給付条例等の一部を改正する条例の制定

　　　　　　　　　　　　（拡大部分については平成28年９月１日から施行）

　歳入歳出それぞれ2,088万6,000円を追加し、それぞれの総額は290億4,696万8,000円となる。

　歳出の主なものは、総務費として寄附による育英基金への積立金並びに地域における国際化推進事業及

びコミュニティー活動備品の整備に要する補助金、商工費として市街地での地域おこし協力隊事業及びイ

ンバウンド対策事業に要する経費、消防費として自主防災組織の防災活動備品の整備に要する補助金の追

加など。

平成28年度十和田市一般会計補正予算（第２号）

　地方税法施行令の一部改正に伴い、①国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の限度

額をそれぞれ２万円引き上げる②５割軽減と２割軽減に係る基準額を見直し、低所得者に係る国民健康保

険税の減額措置を拡充するためのもの。

十和田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について


